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東京都障害者計画・第５期障害福祉計画

第１期障害児福祉計画の策定に向けて

はじめに

○ 平成 26年１月、我が国は、障害者の権利及び尊厳を保護し、促進するための包括的か

つ総合的な国際条約である、「障害者の権利に関する条約」（以下「障害者権利条約」と

いう。）を批准した。この条約は、障害者の尊厳、自律及び自立の尊重、無差別、社会へ

の完全かつ効果的な参加及び包容等を一般原則とし、障害に基づくいかなる差別もなし

に、全ての障害者のあらゆる人権及び基本的自由を完全に実現することを確保し、及び

促進するための措置を締約国がとること等を定めている。

○ 我が国では、障害者権利条約の締結に先立ち、国内法令の整備が進められてきた。平

成 23年８月に障害者基本法が改正され、日常生活又は社会生活において障害者が受ける

制限は、社会の在り方との関係によって生ずるといういわゆる社会モデルに基づく障害

者の概念や、障害者権利条約にいう「合理的配慮」の理念が盛り込まれた。

○ 平成 24年６月には、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」

（以下「障害者総合支援法」という。）が制定され、改正障害者基本法を踏まえた基本理

念が掲げられるとともに、障害福祉サービスの対象となる障害者の範囲の見直し等が行

われた。さらに、平成 25年６月には、障害を理由とする差別の解消を推進することを目

的として、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（以下「障害者差別解消

法」という。）が制定され、また、「障害者の雇用の促進等に関する法律」（以下「障害者

雇用促進法」という。）の改正により、雇用の分野における障害者に対する差別の禁止等

が定められた。

○ この間、「障害者の虐待防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」（以下「障

害者虐待防止法」という。）、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等

に関する法律」（以下「障害者優先調達推進法」という。）、「成年被後見人の選挙権の回

復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律」等も制定された。

○ また、平成 28年６月の「児童福祉法」改正により、障害児のサービスに係る提供体制

の計画的な構築を推進するため、障害児福祉計画の策定が義務付けられることになった

ほか、医療的ケアを要する障害児（以下、医療的ケア児）が適切な支援を受けられるよ

う、自治体において保健・医療・福祉等の連携促進に努めるものとされた。
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○ 都では、新たな「東京都障害者計画」、「第５期東京都障害福祉計画」及び「第１期障

害児福祉計画」の策定に当たって、こうした障害者を取り巻く環境変化に対応するとと

もに、広く都民や障害当事者、学識経験者等の意見を聴くため、第八期東京都障害者施

策推進協議会（以下「本協議会」という。）を設置した。

○ 本協議会では、以上の障害者施策の動向や都におけるこれまでの計画の実施状況、地

域の実情等を踏まえて検討を行い、新たな計画策定に当たって留意すべき事項を以下に

示すものである。

第１ 障害（児）福祉計画に係る基本的事項

１ 障害者施策の基本理念

○  都は、⑤国が締結した障害者権利条約や、その趣旨を踏まえ改正された「障害者基

本法」、「障害者総合支援法」の基本理念を踏まえて、自らの生活の在り方や人生設

計について、障害者自身が選び、決め、行動するという、「自己選択・自己決定」の権

利を最大限に尊重するとともに、意思決定の支援を適切に受けられるよう配慮し、障

害者が必要な支援を受けながら、障害者でない者と等しく、人間としての尊厳をもっ

て地域で生活できる社会の実現を目指して、障害者施策を計画的かつ総合的に推進す

る。

④基本理念Ⅰ 全ての都民が共に暮らす★共生★社会の実現

    障害があっても、適切な支援があれば街なかで育ち、学び、働き、楽しみ、暮ら

すことができることを都民が理解し、障害のある人とない人が学校、職場、地域の

中で共に交流し、支え合う共生社会の実現を目指す。

基本理念Ⅱ 障害者が地域で安心して暮らせる社会の実現

  障害の種別にかかわらず、また、どんなに障害が重くても、必要とするサービス

を利用しながら、障害者本人が希望する地域で安心して暮らせる社会の実現を目指

す。

  基本理念Ⅲ 障害者がいきいきと働ける社会の実現    

  障害者が地域において自立して生活し、その生活の質の向上を図るため、働く機

会を拡大するとともに安心して働き続けられるよう支援を提供することにより、障

害者が能力や適性に応じて、仕事に就き、働き続けられる社会の実現を目指す。
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２ 障害者施策の目標

○ 上記の基本理念で掲げた社会を実現するため、これまでの計画との継続性等も考慮

し、以下の５つを施策目標として掲げ、計画的かつ総合的に施策を展開する必要があ

る。

（５つの施策目標）

④施策目標Ⅰ  ⑤共生社会実現に向けた取組の推進

施策目標Ⅱ  地域における自立生活を支える仕組みづくり

施策目標Ⅲ  社会で生きる力を高める支援の充実

施策目標Ⅳ  いきいきと働ける社会の実現

施策目標Ⅴ  サービスを担う人材の養成・確保
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第２ 目標達成のための施策と取組

Ⅰ 共生社会実現に向けた取組の推進（施策目標Ⅰ）

１ ★障害及び障害者への理解促進と差別の解消に向けた取組★

○ ★全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性

を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害者基本法の基本原則である「差

別の禁止」を具体化し、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、

平成２５年６月、障害者差別解消法が制定された。

○ 都は、障害者差別解消法の施行を契機に、東京都障害者差別解消支援地域協議会の

設置、差別解消ハンドブックの作成などにより、法の趣旨の普及啓発に努めるととも

に、都自らも、行政サービスの主体として、合理的配慮の提供に努めてきた。

○ これらの取組に加え、障害者への差別の解消を一層進めていくためには、条例を制

定し、障害者に対する不当な差別的取扱いや合理的配慮の不提供に関する相談・紛争

の解決の仕組みを整備するとともに、情報保障の推進や、都民及び事業者の障害及び

障害者への理解を深めるための啓発を行っていく必要がある。★

（１）障害に対する理解促進と心のバリアフリーの推進

○ ★「全ての都民が共に暮らす共生社会」を実現するためには、障害者が日常生活や

社会生活を営む上での困難さについて、都民一人ひとりが自らの身近な問題として考

え、「障害は特別な、ごく一部の人の問題である」といった意識上の壁を取り除く「心

のバリアフリー」が重要である。★

○ また、障害者に対する偏見や誤解の解消には、⑤都民等が、障害や障害の特性に応

じた援助の方法等を知ることが必要である。都は、児童や生徒に対して障害及び障害

のある人への理解を深める教育を充実するとともに、教育以外の場面においてもさま

ざまな機会を通じた理解促進に努める必要がある。

○ ★東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「東京２０２０大会」

という。）の開催に伴い、東京には国内外からの多くの人が訪れる。その中には、障

害者や様々な理由で支援が必要な人も含まれることから、思いやりの心を持った対応

が求められる。大会を契機に、支援が必要な人への理解や個々の状況に応じた適切な

配慮を広げることで、全ての人がお互いに尊重し、支え合いながらともに生活する社

会が実現することが望まれる。★

○ 援助や配慮を必要としている人が、配慮を必要としていることを周囲に知らせる

「ヘルプマーク」や、支援が必要なことをうまく伝えられない障害者が、周囲に支援

を求める手段として活用する「ヘルプカード」の普及に引き続き取り組み、都民の思

いやりの心を醸成することが必要である。
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（２）情報バリアフリーの推進

○ 情報を得ることが困難な人が、点字をはじめ、音声、拡大文字、色使いの配慮、手

話、筆記、ＩＣＴ機器等による多様な情報伝達方法により情報を取得し、意思疎通が

できるよう「情報バリアフリー」の充実に取り組み、社会参加を促進する必要がある。

○ 意思の疎通に困難を抱える人が自らの意思を表示できる手段を確保し、他人との意

思疎通を図ることができるよう配慮する必要がある。

○ 都は、言語としての手話の認識を広めるための啓発に努めるとともに、手話のでき

る都民を育成し、手話の利用が進むよう、必要な施策を講ずるべきである。

★２ スポーツ・文化芸術活動や地域活動等への参加の推進★

（１）障害者スポーツの推進

○ ★都は、障害のある人もない人も、だれもがスポーツに親しむ「スポーツ都市東京」

を目指し、中長期的な視点から体系的・継続的に障害者スポーツの振興に取り組むた

め、平成２４年３月に「東京都障害者スポーツ振興計画」を策定した。

○ この計画では、障害者スポーツの理解促進・普及啓発、身近な地域でスポーツに親

しめる場の開拓・人材育成、国際舞台で活躍する東京ゆかりの選手の輩出を目指した

競技力向上の３つの視点に基づき、施策を展開している。

○ 東京２０２０大会の開催都市にふさわしい、世界を代表する魅力的なスポーツ都市

を実現するために、各施策の取組を強化し、障害者スポーツをより一層推進していく

ことが求められる。

（２）文化芸術活動の推進

○ 障害者の社会参加と交流を図るため、都においては、これまでも障害者総合美術展

やふれあいコンサート、都内特別支援学校の総合文化祭などを実施し、障害者の芸術

及び文化活動への参加を推進してきた。

○ 東京２０２０大会を東京の文化の魅力を世界に発信できる絶好の機会ととらえ、国

内外の文化団体や芸術家の知恵を結集し、文化の面でも最高のオリンピック・パラリ

ンピックの実現を目指していくべきである。

○ このため、国籍や老若男女、障害の有無を問わず、世界中のあらゆる人々が参加し、

体験できる文化プログラムを展開していく必要がある 。

○ 今後、東京が障害者を含めた誰もが芸術文化に親しみ、創作を行うことのできる都

市となるため、障害者アートの推進を積極的に進めていくべきである。
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（３）身近な地域社会への参加の推進

○ スポーツや芸術活動をはじめ、生涯にわたり、様々な学習活動やレクリエーション

に参加したり、余暇活動を楽しむことは人生を豊かにする。障害のある人が、様々な障

壁のため、こうした活動に参加できないことのないよう合理的配慮が求められるととも

に、学びと交流を通して、地域の中で孤立したり、引きこもってしまわないよう、様々

な配慮が必要である。★

○ ⑤青年・成人期の障害者が日中活動や就労後に過ごす場として、身近な地域に活動

の場を確保し、様々な人々と交流し、★社会生活技術の習得のための学習会や、ボラ

ンティア活動参加など、★集団活動を行う取組に対して積極的に支援する必要がある。

３ ユニバーサルデザインの視点に立った福祉のまちづくり

○ ★都は、福祉のまちづくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基

本計画として、東京都福祉のまちづくり条例に基づき「東京都福祉のまちづくり推進

計画」を策定し、すべての人が安全、安心、快適に暮らし、訪れることができる、ユ

ニバーサルデザインの視点に立ったまちづくりを進めてきた。

○ 東京２０２０大会開催も見据え、全ての都民が福祉のまちづくりの進展を実感でき

るよう、ハード・ソフトの両面から一層の施策の充実に努めていく必要がある。

○ 障害者等が円滑に移動できる環境を整備するため、主要駅周辺等の、駅や公共施設

等を結ぶ都道等において、歩道の段差解消、勾配の改善、視覚障害者誘導用ブロック

の設置などのバリアフリー化を引き続き進めていく必要がある。また、鉄道駅におい

て、移動等の円滑化のためエレベーター等の整備や、ホームドア等の整備を促進する

必要がある。

○ 誰もがまちの中を円滑に移動できるとともに、あらゆる場所で同行者など他の者と

一緒に活動に参加し、共に楽しむことができる環境整備を進めるため、東京都福祉の

まちづくり条例等による整備基準に基づき、対象となる公共施設等において一層のバ

リアフリー化を推進する必要がある。

○ また、整備に当たっては、利用時の場面を想定したバリアを取り除くためのソフト

面の取組を一体的に検討することが必要である。

○ 東京２０２０大会に向けて策定されたアクセシビリティ・ガイドライン等を踏まえ

て、車いす使用者等に対応した客席の整備や誰もが利用しやすいトイレの整備、宿泊

施設の客室のバリアフリー化等を進める必要がある。★
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Ⅱ 地域における自立生活を支える仕組みづくり（施策目標Ⅱ）

１ 地域におけるサービス提供体制の整備

（１）障害福祉サービス等の提供体制に係る基本的な考え方

○ 障害福祉サービス等の提供体制の確保に当たっては、国の基本指針に定める以下

の点に配慮し、計画的な整備を行う必要がある。

○ 区市町村及び都は、障害福祉サービス等の提供体制を確保するため、入所施設等か

ら地域生活への移行等に関する成果目標を設定し、成果目標の達成に必要なサービス

等の量（活動指標）の見込みを定める必要がある。

○ 都における障害福祉サービス等の量の見込みを定める区域は、東京都全域とする。

ただし、施策の展開にあたっては、⑤地域の面積や人口、社会資源の状況などの地域

特性や施策分野ごとに培ってきた関係機関の連携体制を踏まえた単位を活用するなど、

効果的な取組が望まれる。

○ 成果目標及び活動指標については、少なくとも年１回は実績を把握し、障害者施策

及び関連施策の動向を踏まえながら、分析及び評価を行い、障害者施策推進協議会に

報告するとともに、必要があると認めるときには、障害（児）福祉計画の変更、事業

の見直し等の措置を講じることが適当である。

（２）障害福祉サービス等の必要量の見込

○ 区市町村は、平成３２年度までの各年度における障害福祉サービス等の種類ごと

の実施に関する考え方及び必要な量の見込みを定める。

○ 見込量の設定に当たっては、国の基本指針に示された考え方を参考に、現在の利

用実績等に関する分析、障害者等のサービスの利用に関する意向、心身の状況等を

勘案しつつ、地域の実情を踏まえて設定することが適当である。

○ ④重度訪問介護、同行援護、行動援護などの訪問系サービスについては、身体、

知的、精神、難病等の障害別の利用状況を踏まえて見込む必要がある。

１ 全国どこでも必要な訪問系サービスの保障

（居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護 等）

２ 希望する障害者等に日中活動系サービスの保障

（生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援 等）

３ グループホーム等の充実及び地域生活支援拠点等の整備

（共同生活援助 自立生活援助 等）

４ 福祉施設から一般就労への移行等の推進
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○ 難病患者等については、障害福祉サービスの利用が少ないことから、引き続き、

障害者総合支援法に基づく給付の対象となっている旨の周知を図る必要がある。

○ 都は、区市町村が設定した見込量を集計したものを基本として、区市町村の方針

を尊重しつつ、引き続き地域生活基盤の整備を進める観点で調整を図りながら、東

京都全域の見込量を定める必要がある。

（３）障害福祉サービス等の提供体制を確保するための方策

○ 地域居住の場としてのグループホームは、在宅の障害者の親元からの自立や、成

果目標の達成に向けて入所施設や精神科病院から地域生活への移行を進めるために、

更に積極的に整備を推進していくことが必要である。

○ 日中活動系サービスについては、第４期障害福祉計画の整備目標数を上回ってい

るが、利用者のニーズの高まりに対応するため、更なる整備が求められている。

○ 短期入所は、第４期障害福祉計画の整備目標に対して整備数が伸びず、今後のニ

ーズの増加や地域生活支援拠点等として必要な基盤を確保するために一層の整備推

進の取組が必要である。

○ ④障害者の高齢化や重度化等による状況の変化にも対応できる手厚いサービスの

提供を促進する必要がある。

○ ★医療的ケアを要する障害者が、地域で医療的な支援を受けながら、障害福祉サ

ービスを利用できるよう体制を構築する必要がある。★

○ ④家族の高齢化等による状況の変化があっても、地域での生活を継続できるよう、

定期的な巡回訪問や随時の対応により障害者の自立生活を支える新たなサービス

（自立生活援助）の活用や、複数の機能をもった地域の支援拠点を整備する必要が

ある。

○ これらのことから、地域居住の場（グループホーム）、日中活動の場（通所施設等）、

在宅サービス（短期入所）などの地域生活基盤の重点的整備が必要であり、設置者

負担の特別助成などの積極的支援を継続すべきである。

○ あわせて、都有地の活用や定期借地権の一時金に対する補助等地域生活基盤整備

に係る用地確保への支援の充実を検討するべきである。

○ 地域生活支援拠点については、基本指針に即して各区市町村に少なくとも一つ整

備をすることを基本としつつ、区市町村の状況を把握しながら成果目標を設定し、

必要な支援を検討していく必要がある。
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２ 地域生活を支える相談支援体制の充実

（１）相談支援体制等の整備

○ 障害者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むためには、障害福祉

サービスの提供体制の確保とともに、これらのサービスの適切な利用を支え、各種

ニーズに対応する相談支援体制の構築が不可欠である。

○ 区市町村においては、全ての障害福祉サービス利用者にサービス等利用計画が作

成される体制を確保・維持するため、引き続き、計画相談支援の体制整備を計画的

に進める必要がある。

○ また、計画相談支援等が適切に実施されるためには、区市町村において、特定相

談支援事業所等のバックアップのため、基幹相談支援センターの設置等を通じて、

人材育成や特定相談支援事業所等からの困難事例等に関する相談、地域の関係機関

へのフィードバック等、地域における相談支援体制を推進することが望まれる。

○ 都は、引き続き、④基幹相談支援センター未設置の区市町村に設置を促していく

とともに、区市町村の体制整備に必要な相談支援専門員の見込みを把握し、指定し

た研修事業者とも連携して相談支援専門員の養成を着実に行っていく必要がある。

○ 地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援）は、入所施設・精神科病院から地

域生活への移行や移行後に地域で暮らし続けるために、また、地域で生活している

障害者が住み慣れた地域での生活を続けていくために充実が求められるが、現状で

は利用が十分に進んでいない。

○ 区市町村及び都において、成果目標に掲げた入所施設・精神科病院から地域生活

への移行に係る取組や、地域生活支援拠点等の整備に向けた取組と合わせて、地域

相談支援の体制の充実を図る必要がある。

○ 自立支援協議会（障害者総合支援法第８９条の３第１項に規定する協議会）には、

関係機関等の有機的な連携の下、地域の課題を踏まえて地域における障害者等の支

援体制の整備につなげていくことが求められる。都は、引き続き、区市町村の協議

会の活性化を支援すべきである。

★（２）障害者の虐待防止と権利擁護★

○ 障害者の虐待防止については、区市町村において通報等を受け付け、障害者福祉

施設従事者等による虐待及び使用者による虐待には都と連携して対応する必要があ

る。

○ 都は、使用者による虐待通報等の受付、区市町村相互間や関係機関との連絡調整

や情報提供等を行うとともに、障害者虐待防止・権利擁護研修による人材育成を実

施し、虐待防止に向けた体制の構築を支援することが求められる。
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（３）障害福祉サービス等の質の確保・向上

○ 多様な事業者が提供する様々なサービスの中から、利用者が自ら必要なサービス

を選択するためには、福祉サービス第三者評価など、サービスの質の向上に向けた

事業者の取組を促進するとともに、利用者のサービス選択のための情報提供を行う

制度をこれまで以上に推進していく必要がある。

○ また、障害者が安心してサービスを利用するためには、サービスの提供主体であ

る事業者等が法令を遵守し、適正なサービスを提供するよう、ルール遵守の徹底を

図ることが不可欠である。そのためには、行政が、関係法令等に基づく適切な指導

検査を実施し、良質な事業者等を育成していくことが重要である。

（４）地域生活支援事業

○ 地域生活支援事業には、移動支援事業や意思疎通支援事業等、障害者の自立した

日常生活又は社会生活を支える上で重要なサービスが必須事業として位置づけられ

ている。

○ 区市町村は、地域生活支援事業の実施に関して、必須事業を中心に成果目標の達

成に資するよう、地域の実情に応じて、実施する事業の内容、各年度における事業

の種類ごとの実施に関する考え方及び量の見込み、各事業の見込量の確保のための

方策等を定める。

○ 都は、都道府県地域生活支援事業について障害福祉計画に位置付けるとともに、

住民に身近な区市町村と連携しながら、人材の養成や広域的な調整を図るなど、広

域自治体として地域における体制整備を支援していく必要がある。

○ ★区市町村及び都は、障害福祉計画に掲げた地域生活支援事業の実施に関する事

項について定期的に調査を行い、必要があると認められるときは、計画の変更を行

っていく必要がある。★

３ 施設入所・入院から地域生活への移行促進

（１） 福祉施設入所者の地域生活への移行

ア 第４期障害福祉計画の実施状況

○ 第４期障害福祉計画においては、平成２９年度末までに、平成２５年度末時点の

施設入所者のうち１２％（８９０人）以上が地域生活へ移行することを目標として

きたが、平成２８年度末時点の移行者数は２８７人にとどまっている。
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○ 地域での生活を希望する障害者の地域生活への移行をさらに進めていくためには、

④重度の障害者を受け入れることのできるグループホーム等の地域生活基盤の整備

に加え、家族や施設職員等に対する更なる理解の促進、都外施設も含めた施設相互

や施設と相談支援事業所等との連携強化等が課題である。

イ 第５期障害福祉計画の成果目標の考え方

○ 国の基本指針では、平成３２年度末における地域生活に移行する者の目標値につ

いて以下のとおり示している。

・ 平成２８年度末時点の施設入所者数の９％以上が地域生活へ移行

・ 平成２９年度末において、障害福祉計画で定めた数値目標が達成されていないと

見込まれる場合は、未達成割合を平成３２年度末における地域生活に移行する者の

目標値に加えた割合以上を目標値とする。

○ 都は、更なる地域生活への移行を進める観点から、国の基本指針に即して、平成

２８年度末時点の施設入所者数の９％以上が地域生活へ移行することを基本に、区

市町村の状況も踏まえて成果目標を設定するべきである。

○ 成果目標の達成に向けて、区市町村は、計画的に障害福祉サービス及び相談支援

の提供体制の確保を図るとともに、都外施設を含む施設入所者本人の意向確認、関

係者との連絡調整等を行い、施設から地域への切れ目のない支援につなげる必要が

ある。

○ ④重度の障害者が安心して地域で生活するため、重度者の受入れに必要なグルー

プホーム等地域生活基盤の整備が求められる。また、地域での単身生活を希望する

障害者の支援も求められる。

○ 都外施設利用者の地域生活への移行及び定着を支援するため、地域移行を支援す

る相談支援事業所の取組の促進が求められる。

○ ★訪問系サービスや日中活動系サービス等、重度の障害者の特性や状況に合わせ

た支援体制の充実も求められる。★

○ 都は、入所施設における入所者の地域生活への移行に向けたより効果的な取組を

進めるための支援を検討するとともに、障害者施策推進区市町村包括補助事業等に

より、区市町村の地域の実情に応じた取組を支援していく必要がある。
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ウ 入所施設の定員（施設入所者数）に関する考え方

○ 国の基本指針においては、施設入所者の地域生活への移行と合わせて、平成３２

年度末の施設入所者数を平成２８年度末時点の施設入所者数から２％以上削減する

ことを基本としている。

※ 第４期障害福祉計画と同様に、障害児入所施設の入所者のうち１８歳以上になっている者

については除いて設定することとされている。

○ 都においては、以下のような実情を踏まえる必要がある。

  ・ 在宅及び障害児施設等における入所待機者が一定数で推移しており、また、現在

は家族と在宅で生活している障害者本人及び家族の高齢化や「親なき後」を見据え

る必要がある。

   ・ 最重度の障害者、重複障害者、強度行動障害を伴う重度知的障害者、日常的に医

療的ケアを必要とする障害者など、入所施設における専門的支援が真に必要な障害

者の利用ニーズに応えていく必要がある。

  ・ 都内の未設置地域において、地域生活への移行等を積極的に支援する機能等を強

化した「地域生活支援型入所施設」を整備する必要がある。

   ※ 地域生活支援型入所施設：地域の在宅障害者のための相談支援やショートステイ、入所

者の地域生活移行支援のための自立訓練や就労移行支援、グループホームへの移行後の

緊急時バックアップ機能等を担う入所施設

・ 地域生活への移行を促進すると同時に、都外施設の入所者や障害児施設における

１８歳以上の入所者を受け入れるために、地域移行によって生じた都内の障害者支

援施設の空き定員を活用する必要がある。

○ 以上のような状況から、都においては、平成１７年１０月１日現在の入所施設定

員数７，３４４人を超えないとする第４期障害福祉計画までの目標を継続し、引き

続き目標の達成に向けて取り組むべきである。

○ なお、新たな施設入所者については、グループホーム等での対応が困難であり、

施設入所が真に必要な障害者に限られるべきであることに留意する必要がある。

  ○ また、計画上の入所施設定員数にかかわらず、１８歳以上の入所者に対応した障

害児入所施設の障害者支援施設への移行には配慮する必要がある。
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（２）精神科病院からの地域生活への移行

ア 第４期障害福祉計画の実施状況

○ 第４期障害福祉計画においては、①入院後３か月時点の退院率６４％以上、②入

院後１年時点の退院率９１％以上、③長期在院者数（入院期間１年以上）９，６４

３人を目標としており、平成２７年度実績は、①５４．４％、②８７．５％、③１

０，９３７人と目標値には達していない。

○ 精神障害者の地域移行を進めるために、個別給付の地域相談支援（地域移行支援・

地域定着支援）を円滑に活用するための体制づくりや、都内の医療資源に偏りがあ

る状況を踏まえた、広域の退院支援、区市町村を越えた連携が引き続き課題となっ

ている。

イ 第５期障害福祉計画の成果目標の考え方

○ 国の基本指針においては、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築の

ため、圏域ごと及び市町村ごとの保健、医療、福祉関係者による協議の場を設置す

ることが求められている。

○ ④都においては、精神保健福祉センター（３か所）における担当区域内の課題等

を踏まえつつ、都内全体での地域移行・地域定着の推進に向けた内容を検討する場

などを活用して、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を目指す必要

がある。

○ 精神障害者の退院に関する目標値について、国の基本指針は次のとおりである。

① 平成３２年度における入院後３か月時点の退院率６９％以上

② 平成３２年度における入院後６か月時点の退院率８４％以上

③ 平成３２年度における入院後１年時点の退院率９０％以上

④ 精神病床における１年以上長期在院患者数を６５歳以上、６５歳未満それぞれ目

標値を設定

○ 都は、精神科病院からの地域生活への移行をさらに進める観点から、国の基本指

針に即して成果目標を設定するべきである。

○ 成果目標の達成のためには、入院が長期化する前の段階で、円滑な退院に向けた

支援につなげる取組が求められる。

○ ④また、長期在院者に対しては、社会的入院を解消する観点から、退院促進に向

けた働きかけや地域との調整等を進める必要がある。

○ これまでの精神障害者の地域移行の実績を踏まえ、地域相談支援（地域移行支援・

地域定着支援）が円滑に機能するための地域生活への移行支援の仕組みづくりや、

広域的な調整、人材育成等、成果目標の達成に向けた取組が必要である。



- 14 -

○ 区市町村は、精神障害者の地域生活への移行・定着を支援する相談支援体制の充

実を図るとともに、退院後の精神障害者が地域で安定した生活を送るために必要な

サービス量を見込み、計画的な整備を進める必要がある。

４  一般住宅への移行支援

○ ★地域生活への移行支援は、入所施設や病院からグループホームへの移行促進に

とどまらず、グループホームから公営住宅や民間住宅等の一般住宅への移行、さら

には、入所施設や病院から一般住宅への移行も視野に入れて取り組むことが重要で

ある。

○ 都営住宅においては、市場において自力で適正な水準の住宅を確保することが困

難な障害者世帯を対象として、入居収入基準や同居親族要件の緩和、優遇抽選の実

施等による入居機会の拡大等を通じて、障害者の居住の安定を図る必要がある。

○ 都営住宅の建替えに当たっては、その用地を活用して、福祉施設等の整備を推進

する必要がある。既存都営住宅を障害者等のグループホーム等の併設や、車いす使

用者向け（世帯・単身）住宅の供給に取り組む必要がある。

○ 民間賃貸住宅において事故やトラブルに対する不安等により障害者のいる世帯は

不可とするなど、入居を拒まれやすい状況が見られ、円滑な入居の促進に向けた取

組が求められている。

○ このため、一般財団法人高齢者住宅財団が、障害者世帯も対象に実施している「家

賃債務保証制度」や、公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターが、高齢

者や障害者等とその家族、家主等が安心して居住・賃貸できるよう実施している「あ

んしん居住制度」について、様々な機会を捉えて普及促進を図る必要がある。

○ 改正住宅セーフティネット法の施行に合わせ、障害者等の入居を拒まない賃貸住

宅の登録制度を平成２９年１０月に開始した。今後は、登録住宅の改修や家賃低廉

化等の支援策等を検討していく必要がある。★

５ 保健・医療・福祉等の連携による障害特性に応じたきめ細かな対応

（１）重症心身障害児（者）

○ 重症心身障害児（者）については、どんなに障害が重くても、必要とするサービ

スを利用しながら、地域で安心して暮らせるよう、地域における専門的支援の提供

体制のさらなる整備が必要である。

○ ＮＩＣＵ等に入院している医療的ケアを必要とする重症心身障害児が、円滑に在

宅生活に移行し、安心して暮らせる療育環境を構築するため、早期に専門的な支援

が必要である。
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○ ④日中活動の場である通所施設については、定員を上回る利用状況等の現状を踏

まえ、重点的整備を継続する必要がある。

○ 安定した在宅生活が継続できるよう、重症心身障害児（者）を介護する家族の負

担軽減等の充実を図る必要がある。

○ ⑤重症心身障害児（者）本人の加齢による身体機能の低下や、家族の高齢化等に

伴う介護力低下により、在宅での生活が次第に困難となるケースが増加することが

見込まれる。そのため、重症心身障害児（者）の施設入所のニーズにも十分配慮し

ながら、地域生活基盤の整備を一層推進する必要がある。

○ ④旧府中病院跡地に府中療育センターと多摩療育園を一体的に整備し、質の高い

療育サービスを児・者一貫して提供する多摩地域の総合療育センターとして、機能

の充実を図ることが求められる。

（２）精神障害者

○ 地域で暮らす精神障害者に対しては、症状の変化に的確に対応できるよう、保健・

医療・福祉の緊密な連携による支援体制を整備する必要がある。

○ 精神疾患を早期に発見し適切な治療に結びつけるため、精神科と一般診療科の医

療機関との連携や、医療機関と相談支援機関等の連携が必要である。

○ できるだけ身近な地域で適切な救急医療を受けられる体制の整備に取り組む必要

がある。また、一般救急医療機関と精神科医療機関の連携体制を充実する必要があ

る。

○ ★精神保健福祉センターにおいて、こころの健康に関わる内容、アルコール・薬

物、ギャンブル等の依存症、ひきこもり・不登校等の思春期・青年期の問題など精

神保健福祉に関する相談に応じ、適切な指導や援助を行っていく必要がある。★

○ 未治療や医療中断等の精神障害者に対しては、アウトリーチ支援や一時的な短期

宿泊支援により、地域での安定した生活の確保を図る必要がある。

○ ⑤地域で暮らす精神障害者の生活を支える家族に対して、障害に対する理解促進

のための情報提供や相談支援に努める必要がある。

（３）発達障害児（者）

○ 発達障害児（者）支援については、乳幼児期から学童期、成人期とライフステー

ジに応じた支援を身近な地域で提供する体制の整備が求められる。

○ 発達障害児については、早期発見・早期支援の取組が重要であり、これまでの取

組を更に進めるため、保育・教育・福祉等関係機関の更なる連携体制の充実が求め

られる。
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○ また、成人期の発達障害者は、就労等の支援にあわせ、生活面で抱えている困難

さに対応した支援の充実が必要である。

○ さらに、発達障害児（者）を抱える家族への支援の充実を図るため、子供への関

わり方を学ぶ機会や、同じ悩みを抱える家族による支援の取組が必要である。

（４）高次脳機能障害者

○ 高次脳機能障害者については、受傷・発症後の急性期治療から地域での生活、就

労等の社会参加に至るまで、障害の特性に応じた切れ目のない支援が必要であり、

医療機関や区市町村、支援機関等の連携強化が求められる。

○ また、支援の充実を図るため、医療機関や地域の支援機関、企業等への理解促進

や、限られた社会資源をより有効活用できる体制が必要である。

  ○ ★精神障害、発達障害、高次脳機能障害については、障害の特性が理解されにく

いため、本人や周囲の人々が障害に気づかず生活のしづらさを抱えていることがあ

る。早期に専門的な支援につなげるため、さまざまな分野の相談機関等をはじめと

した関係者等の障害の特性の理解を促すとともに、連携の緊密化を図る必要がある。

★

（５）難病患者

○ 難病患者は、治療方法が確立していない疾患にり患し、長期間の療養を必要とす

ることから、生活面における制約や経済的な負担が大きいことや、社会の理解が進

んでおらず、就業など社会生活への参加が進みにくいなど、多くの問題を抱えてい

る。

  ○ ★難病患者が地域でより安心して生活できるよう、地域における難病患者への支

援体制に関する課題について情報を共有し、保健・医療・福祉の関係機関等の連携

について緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた難病患者の在宅療養支援体制

の充実を図ることが必要である。★

○ ★医療との連携を基本としつつ、★難病患者が適切に障害福祉サービスを受けら

れるよう、★難病医療費助成の申請時に、保健師等が生活・治療等における相談に

応じる等、制度の周知や難病に対する正しい知識の普及啓発を図るとともに、★難

病等の特性に配慮し、きめ細かな対応をすることが必要である。
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６ 安全・安心の確保

（１）災害時における障害者支援

○ ★災害対策基本法改正により、障害者を含む要配慮者の安全を確保するため、避

難行動要支援者名簿の作成等が区市町村長に義務付けられた。

区市町村では、避難支援プランの作成や社会福祉施設等を活用した二次避難所（福

祉避難所）の指定をはじめ、日頃の備え、発災後の応急対策、生活の再建といった

各段階に応じた対策を準備し、要配慮者支援体制を強化する必要がある。

○ こうした各区市町村の取組に対し、都は、広域的な立場から支援を行っており、

引き続き、区市町村向け指針の改訂・周知、区市町村の福祉保健・防災担当者向け

研修会の開催、包括補助事業による財政支援等を行っていく必要がある。

○ さらに、発災時に、区市町村の要配慮者対策を広域的に補完するため、平成２８

年度に構築された福祉専門職の派遣・受入調整などを行う「東京都災害福祉広域支

援ネットワーク」を推進し、人的支援体制の充実を図る必要がある。

○ 要配慮者に対しては、発災後の避難誘導、避難所等における情報提供や応急生活

の支援など、様々な場面を想定した平時からの備えが重要であることから、避難所

等におけるバリアフリー化や障害特性等に応じた情報提供手段の整備など、福祉の

まちづくりの観点も踏まえて計画的に推進していくことが必要である。

○ 特に障害者施設を含む社会福祉施設等については、引き続き、耐震診断・耐震改

修の補助を実施して安全確保を進めるとともに、二次避難所として要配慮者の受入

場所の役割を果たすことも視野に入れ、更なるバリアフリー化を進めることが必要

である。★

（２）地域生活における安全・安心の確保

○ ★障害者が地域で安心して安全な生活を送るためには、警察や消防にアクセスす

る際の困難を軽減したり、障害の特性に配慮した消費生活情報の提供等を行うこと

が重要である。

○ 障害者を含む消費者に対して、都は、これまでも消費生活に関わる様々な問題に

ついて情報を提供しているが、新たな取引形態に合わせた悪質商法の新しい手口が

現れ、消費者被害が後を絶たないことから、引き続き、消費生活情報の提供を行い、

消費者被害の未然・拡大防止を図る必要がある。★
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Ⅲ 社会で生きる力を高める支援の充実（施策目標Ⅲ）

１ 障害児支援の充実

（１）障害児支援の現状

○ 児童福祉法の改正により、平成２４年４月に障害児支援の体系が再編されて以降、

児童発達支援や放課後等デイサービスについては着実に整備が進んでいる。

○ 児童発達支援センターは、専門的機能を活かして地域における障害児支援の中核

的施設としての役割を担うことが求められており、設置の促進を図る必要がある。

○ 保育所等訪問支援などを活用して、一般的な子育て支援施策における障害児の受

入れを促進する必要がある。

○ 障害児入所施設については、平成３３年度末までの経過措置期間中に、１８歳以

上の入所者の状況等を踏まえながら、「障害児施設として維持」、「障害者施設への転

換」、「障害児施設と障害者施設の併設」のいずれかを選択することとなっている。

なお、旧重症心身障害児施設等の医療型施設は、経過措置期間後も療養介護と一

体的に児者一貫した支援を行うことが可能とされている。

○ 障害児相談支援は、ライフステージに応じた一貫した支援を行っていく上で重要

であり、区市町村においては、計画相談支援と同様に、全ての障害児通所支援の利

用者について障害児支援利用計画が作成される体制を確保・維持するため、引き続

き、体制の整備を計画的に進める必要がある。

○ 平成２８年児童福祉法改正により、障害児のサービスに係る提供体制の計画的な

構築を推進するため、障害児福祉計画の策定が義務付けられることになったほか、

医療的ケア児が適切な支援を受けられるよう、自治体において保健・医療・福祉等

の連携促進に努めるものとされた。

（２）第１期障害児福祉計画の成果目標の考え方

○ 国の基本指針では、障害児支援に係る目標値として次のとおり示している。

  ① 平成３２年度末までに、児童発達支援センターを各市町村に少なくとも１か所以

上設置する

  ② 平成３２年度末までに、全ての市町村において、保育所等訪問支援を利用できる

体制を構築する

  ③ 平成３２年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び

放課後等デイサービス事業所を各市町村に少なくとも１か所以上確保する

  ④ 平成３０年度末までに、医療的ケア児が適切な支援を受けられるように、各都道

府県、各圏域及び各市町村において、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係

機関等が連携を図るための協議の場を設ける
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○ 都は、障害児支援の提供体制の整備等をさらに進める観点から、国の基本指針に

即して成果目標を設定する。

（３）障害児支援に関する基本的な考え方

○ 区市町村は、国の基本指針に示された見込量の設定の考え方を参考に、地域にお

ける児童の数の推移も含めた地域の実情を踏まえて、障害児通所支援及び障害児相

談支援の見込量を定めるよう努める必要がある。

○ 都は、国の基本指針に示された見込量の設定の考え方を参考に、障害児入所支援

の見込量を設定するとともに、区市町村が設定した見込量を集計したものを基本と

して、身近な地域での支援体制の整備を進める観点で調整を図りながら、東京都全

域の障害児通所支援及び障害児相談支援の見込量を定める必要がある。

○ 子ども・子育て支援法に基づく教育・保育等の利用状況も考慮しつつ、居宅介護

や短期入所等の障害福祉サービス、障害児支援等の専門的な支援を確保する必要が

ある。

○ また、教育・保育等とも連携を図り、乳幼児期から学校卒業まで一貫した支援を

身近な場所で提供する体制の構築が重要である。

○ ④さらに、障害児が障害児支援を利用することにより、地域の保育・教育等の支

援を受けられるようにすることで、障害の有無に関わらず、全ての児童がともに成

長できるよう、地域社会への参加や包容（インクルージョン）を推進する必要があ

る。

○ そのため、障害児支援には、施設・事業所等が自ら障害児に対して行う支援に加

え、専門的な知識・経験に基づき一般的な子育て支援施策をバックアップする後方

支援の役割が求められる。

（４）障害児支援の提供体制を確保するための方策

○ 児童発達支援センターについては、引き続き整備の促進に積極的に取り組むべき

である。

○ ④保育所等訪問支援を活用し、障害児の地域社会への参加・包容（インクルージ

ョン）の推進を図るべきである。

○ ④重症心身障害児が身近な地域で支援を受けられるように、主に重症心身障害児

を受け入れる障害児通所支援事業所の整備への支援をすべきである。

○ ④医療的ケア児が適切な支援を受けられるよう、関係機関の連携強化や在宅生活

を支えるサービスの充実に積極的に取り組む必要がある。
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○ ④医療的ケア児等が地域で安心して暮らしていけるよう、医療的ケア児等に対す

る支援や調整が行える人材の確保・養成が必要である。

○ 障害児入所施設については、１８歳以上の入所者の動向を含む入所状況等を踏ま

えて、必要な定員を確保していく必要がある。

○ 障害児相談支援について、区市町村の体制整備が着実に進むよう、相談支援専門

員の養成を行う必要がある。

２ 特別支援教育の充実

○ ★都は、平成２９年２月に策定した「東京都特別支援教育推進計画（第二期）・第

一次実施計画」において、「共生社会の実現に向け、障害のある幼児・児童・生徒の

自立を目指し、一人一人の能力を最大限に伸長して、社会に参加・貢献できる人間

を育成」することを基本理念とし、「共生社会の実現に向けた全ての学びの場におけ

る特別支援教育の充実」、「未来の東京を見据えた特別支援教育の推進」、「特別支援

教育を支える基盤の強化」という方向性に沿って今後の施策を進めることとしてい

る。

○ 国は、平成２５年９月学校教育法施行令の一部改正により、障害のある児童・生

徒の障害の状態、教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況

等を踏まえ、最もふさわしい就学先を決定し、より一層、適切な就学が行われるよ

う支援することを求めている。

○ 都は、国の考え方を踏まえて、通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特

別支援学校といった「多様な学びの場」における教育の充実を図り、障害のある児

童・生徒の可能性を最大限に伸長し、自立と社会参加を目指す必要がある。

○ 障害のある幼児・児童・生徒のライフステージ全体を見通して、一貫性のある支

援を行っていくため、教育、保健、医療、福祉、労働などの関係機関が、一層連携

を深めて対応していく必要がある。

○ 知的障害特別支援学校の在籍者の増加に対応するため、規模と配置の適正化を更

に推進するとともに、障害のある幼児・児童・生徒が安心して安全に過ごすことが

できるよう、教育環境を一層充実していく必要がある。

○ 発達障害の児童・生徒は、全ての学校・学級に在籍しているものと推測されるこ

とから、公立小・中学校、高等学校等における児童・生徒一人一人が障害の状態に

応じた特別な指導・支援を受けられる体制を整備する必要がある。

○ 医療技術の進歩や在宅医療の普及を背景に、医療的ケアを必要とする幼児・児童・

生徒は増加傾向にあり、特別支援学校において医療的ケアを実施できる体制を整備

することで、幼児・児童・生徒の安全な教育環境を確保していく必要がある。
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○ 障害のある児童・生徒と障害のない児童・生徒が交流する機会を創出し、互いに

理解を深められる教育環境の整備が必要である。

○ 私立の特別支援学校等においても、特別な配慮を必要とする児童・生徒が増加し

ており、教育水準の維持・向上、並びに保護者の経済的負担の軽減を図る必要があ

る。★

３ 職業教育の充実

○ ★特別支援学校においては、自らの望む将来を実現するためのキャリア教育を推

進し、障害の程度に応じたきめ細かな職業教育の充実に努める必要がある。

○ 視覚障害特別支援学校においては、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師

等の養成カリキュラム等の改善に関する検討の動向を踏まえ、高等部教育課程の課

題を改めて整理し、その在り方を検討するとともに、就労に必要な資格の取得やス

キルの習得を目指した教育を実施する必要がある。

○ 聴覚障害特別支援学校高等部においては、専攻科に進学する生徒が多いことから、

高等部本科及び専攻科それぞれにおける職業教育の関連性を踏まえて、それぞれの

位置付けを明確にするため、高等部本科及び専攻科修了者の就職状況等を分析し、

高等部の職業教育の在り方を検討する必要がある。

○ 知的障害特別支援学校高等部においては、職能開発科の設置を進めるとともに、

就業技術科、職能開発科、普通科の３科による重層的な職業教育を展開し、障害の

状態や程度に応じて、きめ細かい職業教育や就労支援を実施して、知的障害のある

生徒が一人でも多く企業就労を実現できるよう取り組む必要がある。

○ 肢体不自由特別支援学校においては、生徒のニーズに応じて、職業生活を送るた

めに必要な知識や技能の習得に向けた学習機会を充実させていく必要がある。

○ 教育委員会、福祉保健局、産業労働局等が連携して、企業に対して障害者雇用に

関する理解と協力を求めていくとともに、引き続き、企業開拓や職場定着支援等の

充実図るため、就労支援体制を整備する必要がある。★
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Ⅳ いきいきと働ける社会の実現（施策目標Ⅳ）

１ 一般就労に向けた支援の充実・強化

（１）第４期障害福祉計画の実施状況

○ 第４期障害福祉計画においては、平成２９年度に、①区市町村障害者就労支援事

業の利用による一般就労者数２，５００人、②福祉施設における就労から一般就労

への移行者数を２，１４０人（平成２４年度の２倍以上）とすることを目標として

いる。

○ 平成２８年６月の都内民間企業の障害者実雇用率は１．８４％と過去最高となっ

ているものの全国平均を下回っており、福祉施設から一般就労への移行を含め、一

般就労を希望する障害者が企業等に就労できるよう、就労支援の充実・強化に引き

続き取り組む必要がある。

○ また、新規就労の支援だけでなく、障害者が安定して働き続けるための職場定着

の支援が課題となっている。

（２）第５期障害福祉計画の成果目標の考え方

○ 国の基本指針では、福祉施設から一般就労への移行に係る目標値として次のとお

り示している。

① 福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等（生活介護、自立訓練、就労移行

支援、就労継続支援）を通じて、平成３２年度中に一般就労に移行する者を、平成

２８年度実績の１．５倍以上とする。

② 就労移行支援事業の利用者数について、平成３２年度末における利用者数が平成

２８年度末における利用者数の２割以上増加する。

③ 就労移行率が３割以上の就労移行支援事業所を全体の５割以上とする。

④ 就労定着支援事業による支援を開始した時点から１年後の職場定着率を８割以上

とする。

○ これらの目標に関しては、国の基本指針に即しつつ、⑤東京都における障害者雇

用をめぐる状況や実績を踏まえ、障害者の一般就労と職場定着を支援するために必

要な目標を設定すべきである。

○  また、都では、福祉施設から一般就労への移行を促進するとともに、特別支援学

校の卒業生や離職者などで一般就労を希望する障害者が企業等で働く機会を拡大す

るため、「区市町村障害者就労支援事業」を推進している。

○ 一般就労に向けた支援に関する量的な目標については、引き続き、都独自の目標

として、「区市町村障害者就労支援事業利用による一般就労者数」を設定すべきであ

る。
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○ ④さらに、この事業を利用して就労した者の定着率についても、都独自の目標と

して「区市町村障害者就労支援事業利用による支援を開始した時点から１年後の職

場定着率」を新たに設定し、現状等を勘案して目標値を設定すべきである。

○ 成果目標を達成するためには、福祉施策と労働施策の双方から重層的な取組が重

要であり、ハローワークによるチーム支援やジョブコーチ事業、委託訓練事業、ト

ライアル雇用等の労働施策との連携による障害者雇用の推進に関して活動指標を設

定し、取組を進める必要がある。

（３）目標達成のための方策

ア 関係機関の連携強化

○ 一般就労を促進するためには関係機関・団体等が連携し、社会全体で障害者雇用

の拡大に取り組む気運を醸成していくことが重要である。都は、引き続き、東京都

障害者就労支援協議会を通じて、障害者雇用を推進すべきである。

○ また、各地域での就労支援のネットワークが重要であり、都内に６カ所ある障害

者就業・生活支援センターがコーディネート機関となり、関係機関等が連携して、

支援の充実を図る必要がある。

イ 就労支援機関による支援の充実

○ 「区市町村障害者就労支援事業」を引き続き推進するとともに、就労希望者の掘

り起しと企業に障害者雇用への意識付けを行う「地域開拓促進コーディネーター」

の配置を促進し、福祉施設の利用者が一般就労へ移行しやすい環境の整備を進める

必要がある。

○ 障害者が、障害の特性に応じた支援を受けながら安心して一般就労するためには、

就労支援機関によるきめ細かなサポートが不可欠である。職員が、企業と就労する

障害者のマッチングに関する実践的な技術や、障害特性に応じた支援等に関する専

門知識を習得できるよう、人材養成の取組が求められる。

○ また、精神障害者の安定的な就労の継続のためには、就労支援機関、企業及び医

療機関の連携と精神障害者の就労に関する理解が必須である。関係機関の連携強化

と支援の充実を図る必要がある。
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ウ 障害者の雇用促進に向けた企業への支援等

○ 都内の民間企業における法定雇用率達成のためには、中小企業での障害者雇用を

促進することが求められる。

○ 法定雇用率の算定基礎に精神障害者が加わることを見据え、精神障害者を初めて

雇用する企業に対する採用から雇用管理までの一貫した支援や、精神障害者を対象

とする能力開発や就業支援等が必要である。

○ 障害者の職場定着が図られるよう、企業の個々の事情に応じた東京ジョブコーチ

による支援や、雇用継続への助成等により、障害者の職場定着を促進する必要があ

る。

○ 障害者がそれぞれの特性に応じた知識や技能を習得することで、職業的社会的自

立を図れるよう、東京障害者職業能力開発校を中心に障害者職業訓練を展開してい

く必要がある。

２ 福祉施設における就労支援の充実・強化

○ 福祉施設の利用者の中には、通常の企業労働に適応することが困難な障害者も多

くいるが、こうした利用者が従事している作業による工賃収入は低い水準にとどま

っており、地域での自立生活や将来の生活設計を展望することが困難な状況にある。

○ 都では、東京都工賃向上計画（平成２７年度から平成２９年度まで）を策定し、

事業所の工賃アップを支援してきたが、計画期間中の各年度において工賃は上昇傾

向にあるものの未だ低い水準で推移している。

○ ④平均工賃に満たない事業所が全体の２／３を占めることを踏まえ、工賃の低い

事業所の底上げにつながる施策が求められている。

○ ④また、平均工賃以上の事業所についても、販路開拓や商品開発等の支援など、

更なる工賃向上を図るための施策が求められている。

○ 都は、福祉施設で働く障害者が、働くことの喜びや達成感を得ながら地域で自立

した生活を実現できるよう、就労支援に取り組む福祉施設に経営努力を促すととも

に、関係機関や区市町村等と連携して、都内の福祉施設の工賃水準の向上を目指す

べきである。

○ 障害者優先調達推進法に基づき、都が行う物品等の調達に際し、障害者就労施設

等からの調達の推進を図る必要がある。



- 25 -

Ⅴ サービスを担う人材の養成・確保（施策目標Ⅴ）

１ 福祉人材の確保・育成・定着への取組の充実

○ 都は、利用者に身近な地域で、障害福祉サービスや相談支援事業が十分に供給さ

れるよう、多様な事業者の参入を促すとともに、サービスの質の維持・向上、人材

の養成・確保のための研修を着実に推進する必要がある。

○ 現状においては、他業界に比較して有効求人倍率や離職率が高いなど、人材の確

保・定着や計画的な人材育成が難しく、各事業所において質の高いサービスを安定

的に提供することが難しい状況にある。

○ 都は、合同の就職説明会の開催など人材確保に向けた取組や、職場研修の実施支

援、離職防止に向けた相談支援など働きやすい職場環境の整備などへの支援を継続

していくことが求められる。⑤また、職場定着を促進するためには、資格・技能に

応じたキャリアアップと処遇改善の仕組みが重要であり、資格取得や技能向上のた

めの研修受講などへの支援を充実することが求められる。

○ サービスの直接の担い手であるホームヘルパーや同行援護従業者、行動援護従業

者等の福祉人材については、今後のサービス需要に的確に対応できるよう、着実な

養成を図る必要がある。

○ 在宅や障害者施設等において、適切にたんの吸引等の医療的ケアを行うことがで

きる介護職員等の養成、区市町村の障害者虐待防止担当職員の資質向上や、施設職

員等の強度行動障害の特性に応じた支援への理解を進めるための研修等を実施し、

障害者の特別なニーズへの対応や権利擁護の体制の確保を図る必要がある。

○ ④障害者施設等における利用者の高齢化・重度化等の進行に対して、施設職員等

の支援力の強化を図ることが求められる。

○ グループホームについては、小規模法人の運営する小規模なグループホームが多

く、職員の経験も浅いことなどから、量的な整備の推進とともに、質への配慮が必

要となっている。

２ 重症心身障害児（者）施設における人材の養成

○ 重症心身障害児（者）施設の看護師については、研修や資格取得の機会を提供

するとともに、勤務環境改善及び募集対策に取り組むことにより、確保・定着及

び質の向上を図る必要がある。
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おわりに

○ ★本協議会（第八期）は平成２９年２月に設置され、「東京都障害者計画」、「第５期東

京都障害福祉計画」及び「第１期障害児福祉計画」の策定に向けて調査審議を行ってき

た。

○ 新たな計画の計画期間（平成３０年度～平成３２年度）には、東京２０２０オリンピ

ック・パラリンピック競技大会が開催され、障害者スポーツを通じて、障害のある人と

ない人の交流や相互理解が深まることが期待される。全ての国民が、障害の有無によっ

て分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現

に向けた取組を推進する絶好の機会である。

○ 一方、障害者の高齢化や重度化がさらに進み、地域で生活を続けるためには、より手

厚い支援が求められる。障害者本人が希望する地域で安心して暮らせる社会の実現に向

けて、障害者施策の一層の充実に取り組むことが求められる。

○ また、障害者が抱える困難は多様であり、複数の分野にまたがることから、関係機関

等の緊密な連携を図ることを通じて総合的かつ横断的に対応していく必要がある。

○ こうした状況を踏まえつつ、本協議会では障害者に関わる幅広い課題について審議を

行い、新たな計画において、今後３年間に都が取り組むべき施策の基本的方向について、

提言として取りまとめた。

○ 課題によっては、限られた審議期間では十分に審議し尽せなかったものや、３年間と

いう計画期間の枠組みを超え長期的に取り組むべき課題、障害者の所得保障や制度設計

など国の責任において解決すべき課題も多くあった。

○ 今回議論された内容については、計画期間中においても、引き続き本協議会において

評価・審議を行うことが望まれる。また、都は、必要に応じて国に対して提案要求を行

っていくべきである。

○ 本協議会は、都が本提言を真摯に受け止め、新たな計画の策定に当たり、十分に反映

させるとともに、都の目指すダイバーシティ（誰もがいきいきと生活できる、活躍でき

る都市・東京）が実現されるよう、引き続き、全庁を挙げて障害者施策の一層の推進に

取り組むよう強く要望する。★


